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平成２７年第２回定例会

歌 志 内 市 議 会 会 議 録

第２日目（平成２７年６月２５日）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

（午前 ９時５４分 開議）

開 議 宣 告

○議長（川野敏夫君） おはようございます。

若干、定刻前ですけれども、皆さんおそろいですので、これより会議を始めます。

ただいま出席している議員は８名であります。定足数を満たしておりますので、本日の会議

を開きます。

会議録署名議員の指名

○議長（川野敏夫君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。

会議規則第８４条の規定により、会議録署名議員に３番山崎瑞紀さん、５番谷秀紀さんを指

名いたします。

諸 般 報 告

○議長（川野敏夫君） 日程第２ 諸般報告であります。

事務局長に報告させます。

阿部議会事務局長。

○議会事務局長（阿部幸雄君） 報告いたします。

本日の議事日程については、別紙配付してあります議事日程表のとおりであります。

次に、議員の出欠席の状況でありますが、本日は全員の出席であります。

以上で、報告を終わります。

○議長（川野敏夫君） 特段の発言はありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） ないようでありますので、諸般報告を終わります。

一 般 質 問

○議長（川野敏夫君） 日程第３ これより一般質問を行います。

順次、発言を許します。

質問順序１、議席番号４番下山則義さん。

一つ、歌志内市の福祉について。
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一つ、歌志内市のまちづくりについて。

以上、２件について。

下山則義さん。

○４番（下山則義君） おはようございます。

それでは、早速今回の一般質問に移らせていただきます。

なお、今回の一般質問は、改選後、１回目の議会でございます。以前にも質問していた内

容、それをこの４年間続けていくために、足固めとして、ある程度繰り返しの質問になるとこ

ろもございますが、質問させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

まず、件名の１、歌志内市の福祉についてでございます。

歌志内市では、高齢化率４５％を超え、今後も急速に高齢化が進むというふうに言われてお

ります。

そこで、当市では、高齢者の支援として、介護教室や認知症講座、それらを開催し、高齢に

伴って、身体的、精神的機能の低下や認知症について、それらの知識を市民の方々に身につけ

ていただくために講座を開催しております。

そこでお伺いいたしますが、１、今年度、当市で実施する高齢者支援のための講座、教室、

そして講演会等についてをお伺いいたします。

２番であります。開催している各講座、教室、講演会等に参加している市民の方々の人数に

ついてお伺いをいたします。

次に、件名２番目の質問であります。歌志内市のまちづくりについてからの質問でございま

すが、まちづくりにつきましては、今までもさまざまな形で質問を実施しております。

次の項目につきましても、今後の方向性をお伺いいたしたいと思います。

まず、市営プールについてであります。

市営プールにつきましては、老朽化のために、今年度から実施せずに、赤平市等のプールを

利用する、その答弁が第１回定例議会でございました。

そんな中で、今後、歌志内市の市営プール、その建設の有無につきましてお伺いをいたしま

す。

次に、認定こども園についてであります。

１番目、就学前の児童の児童数、人数ですね。そして、園舎の老朽化などの理由から、幼保

を一体化して認定こども園をつくっていくというお話がございます。今後の過程につきまして

お伺いをいたしたいと思います。

②でございます。認定こども園での就学前教育と保育、それらのバランスにつきましてをお

伺いいたしたいと思います。

次に、公園についての質問であります。

当市の公園では、草刈りや遊具の点検等、管理運営状況につきましてお伺いをいたします。

次に、公園の利用状況でございますが、それらにつきましてもお伺いいたします。

以上、件名２件、質問内容につきましては７件でございます。よろしくお願いいたします。

○議長（川野敏夫君） 理事者答弁、虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） 私のほうから、件名１番の歌志内市の福祉についての①、

②、そして、２番目の認定こども園についての①、②についてお答えいたします。

まず、歌志内市の福祉についての①でございます。

当市で実施している高齢者支援のための講座等についてでございます。

包括的支援事業として実施する認知症サポーター養成講座を１回、介護教室を４回、介護予
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防事業として実施する介護予防講話会を１回、元気はつらつ教室を３３回、介護予防出前講座

を２７回予定しております。

次に、開催している講座の参加している市民の方の人数ということでございます。

今年度初めて開催しました認知症サポーター養成講座には、受講定員となる５０名の申し込

みがあり、当日は３名の欠席者がおりましたので、４７名の方が受講されました。申し込み締

め切り後も１５名の方から問い合わせがあるなど、市民の皆さんの認知症に対する関心の高さ

がうかがえました。

平成２６年度の各教室等の参加状況につきましては、介護教室が４回の実施で延べ１６９

名、老人クラブ講話会には１回で２８名、元気はつらつ教室には３２回で延べ６９８名、介護

予防出前講座には２７回で延べ３５５名の方が参加しております。なお、老人クラブ講話会

は、今年度から対象者を老人クラブ会員に限定せず、広く一般市民に参加していただき、心身

機能の維持向上を図るとともに、将来的に介護状態となることを防ぐことを目的に、介護予防

講話会として実施することとしております。

続きまして、認定こども園についてでございます。

①番目の今後の過程についてということでございます。

これまで認定こども園の実施に向け、教育委員会と保健福祉課で検討会議を開催し、必要事

項を話し合っております。まだ具体的な内容は決まっておりませんが、子ども・子育て支援事

業計画では、平成３０年度に保育所と幼稚園から認定こども園に移行した場合の幼児期の学校

教育、保育の利用人員見込みを掲載しており、この見込みから想定される施設の規模や設置場

所等について、協議しながら進めてまいりたいと考えております。

次に、②番目の就学前の教育と保育のバランスについてでございますが、具体的には、幼稚

園と保育所における保育に欠ける子供や欠けない子供をともに受け入れ、幼児教育と保育を一

体的に提供し、あわせて、地域における全ての子育て家庭に対する支援を総合的に行う機能を

備える施設と考えております。

以上でございます。

○議長（川野敏夫君） 佐藤教育次長。

○教育次長（佐藤守君） 私のほうから、件名２、歌志内市のまちづくりについての①市営

プールの今後の建設の有無について御答弁申し上げます。

市営プールにつきましては、今シーズンから赤平市及び施設共同利用の協定を締結している

上砂川町、奈井江町、浦臼町のプールを利用していただくことになります。

今後の建設計画につきましては、今年度の利用状況を見きわめながら、市のまちづくり全体

を含め、慎重に判断してまいります。

以上でございます。

○議長（川野敏夫君） 柴田建設課長。

○建設課長（柴田一孔君） 私のほうからは、２番目、歌志内市のまちづくりについての公園

について、①、②につきまして御答弁申し上げます。

まず、１点目の当市の公園について、草刈りや遊具の点検等、管理運営についてということ

でございますが、お答えいたします。

公園の維持管理について、市では、利用状況を踏まえ、適宜草刈りを行っておりますが、一

部の公園では、地域の方々のボランティア等、協力をいただいております。また、遊具は、公

園の供用開始時に点検を行っております。

次、②番目の公園の利用状況についてでございます。お答えいたします。
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公園の利用状況ですが、特に東光３区地区児童遊園地、本町川向児童遊園地、メモリアル

パーク、しらかば団地児童遊園地については非常に多くの子供たちに利用されております。そ

のほかの公園につきましては、利用者が少ない状況でございます。

以上でございます。

○議長（川野敏夫君） 下山則義さん。

○４番（下山則義君） それでは、順次、再質問させていただきたいと思います。

まずは、福祉の件でございます。

前回、認知症サポーター養成講座ということで、私も出席させていただきました。後々５０

名を超える定員があったということに関しまして、一つ、これは質問というよりも、ある意

味、お願いという形なのですが、今、この認知症サポーター講座というのは、国のほうの方針

で、どんどんそういうサポーターの方々をふやしなさいというところから行われているという

ことを、当日、キャラバンメイトの高橋さんという方が説明された経緯もございます。

と同時に、歌志内市では、さらにその講座に出て知識を得たいのだという人がまだいるとい

うことも先ほどの答弁の中でございました。と同時に、たしか１定の前回の質問の中で、小学

生、中学生、子供たちはどうなのでしょうかというふうな質問を私のほうからさせていただい

たときに、答弁の中で、小学生はどうなのでしょうかというようなところで答弁が終わったと

いうふうに、私、記憶しているのですが、このサポーター養成講座というのは、いかなる人に

もというようなことがあろうかと思います。正直、そんなこともちょっとありましたので、所

管のほうの係の方と、雑談的な話なのですが、小学生、中学生にも、これを今のうちから、認

知症というものはどういったものなのかという知識を、そういったものを知ってもらう必要性

があるのではないのでしょうかねという話を立ち話的にしたのですが、すると、その職員の方

から、小学校だとか中学校の一つの講義として、講義というよりは、勉強の中の一環としてや

れるような状況がいいですよねというような、そんな話も正直ございました。全市民がそう

いったことにかかわれるという意味では、そういったことも大切なのかなと。集まっている子

供たちに対して、学校の授業の一環として、今、社会問題になっている認知症、それがどう

いったものなのかということを知識として知っていただくことも大事だと思うのですが、その

学校でのということに関して、いかがでしょうか。どのようなお考えをお持ちなのか、答弁願

えればと思います。

○議長（川野敏夫君） 虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） 確かに認知症サポーター養成講座につきましては、特に年齢

制限というのは定めていない状況ではありますけれども、厚生労働省とかでは、対象者の目安

としましては、小学生からでも高学年ということであれば、現実的にはその養成講座について

も望ましいのでないかなというふうなことは言われていますが、それ以上の下の年齢になりま

すと、やはり字を読めるとか、理解度の問題というのがございますので、ちょっと難しいのか

なというふうに考えております。

また、現在、そういう動きというのはございませんけれども、全国的に見ますと、平成１７

年度あたりからこの認知症サポーター養成講座が行われておりますが、全体的な割合としまし

て、開催されている回数が１８万回ほどあるのですけれども、そのうち未就学児の方とかで

やっている件数というのは非常にまだ１００件程度ということで聞いております。

今後において、どのような形でそういう小学生高学年についてできるのかということは、今

後研究しながら、考えてみたいなというふうに考えておりますが、ただ、まず初めに、市民の

方のサポーターの方を１人でも多くふやしていくというのが今後の課題かと思いますので、そ
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ちらのほうに主眼を置きながら取り組んでいきたいなというふうに考えております。

○議長（川野敏夫君） 下山則義さん。

○４番（下山則義君） 今後の課題ということで、今、答弁伺いました。

小さなころから、若いころからずっとそういうことの知識をつけていただくことによって、

習慣づくということがあろうかと思います。ぜひともそういった形で、低学年から、若い子供

たちからそういったものをやっていただきたく、お願い申し上げるところでございます。

と同時に、何名かの方々が、さらに出たいのですというような話があったという、今、答弁

がございました。そんなことからも、１回目、終わったわけなのですが、さらに２回目、また

新たにやりますよということになると、その１５名以外の方々も参加したい、出席したいとい

うことが起きてくるのではなかろうか。あるいは、キャパによっては、一度出た方も、さらに

そういった方々も来ていただけるということに発展していくのではないかと思うのです。

と同時に、今回は砂川の包括支援センターのほうからキャラバンメイトの方が来て講義をし

ていただきましたが、歌志内市にもキャラバンメイトという方がおられるというふうに聞いて

おります。であれば、違う地域から呼ぶのではなくて、歌志内的にどうすればこの地域でそう

いったものを発展させていけるのかということにもつながっていくと思います。

ぜひとも２回、３回と、その養成講座をやっていただければ、そういった知識を持った人た

ちがたくさん歌志内市民にいていただければと思うのですが、それについてはいかがでしょう

か。

○議長（川野敏夫君） 虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） 今年度、私どもも初めて認知症サポーター養成講座を行いま

して、当初、５０名ということで、オレンジリングについても５０名用意した中で始めたわけ

ですが、当初はその５０名というのが、定員に達するかどうかというのも不安だったのです

が、先ほど答弁申し上げましたとおり、やはり認知症に対する関心の高さというのがうかがえ

ました。

それで、次年度以降、この定員５０名というのを考えなくてもいいように、オレンジリング

の準備ですとか、その辺についても余裕を持った中で手当てしながら、１人でも多くの方のサ

ポーターが育つように取り組みたいなというふうに考えております。

○議長（川野敏夫君） 下山則義さん。

○４番（下山則義君） ぜひとも、間口が広くなって、たくさんの方々がそういった知識を

知っていただくことによって、さまざまなものに展開していけると私は思います。実際、そう

いう事例がございます。ぜひとも、まず市民全体的に知識を知っていただくということが大事

でなかろうかと思います。

あと、このサポーター養成講座の中で講義された方から話された言葉の中に、ちょっとわか

らないところがあったのですが、サポーターというのは、特段、何かをする人たちではないの

ですと。ただ、認知症の知識というものをしっかりと持ってもらいたいものなのですという、

まず第一段階がそれなのですということなのですが、結局は、そのサポーター講座に出た方々

は、その知識の上に、何をする、何をしていただければ歌志内市的に一番よいのかということ

は、所管の課長としてどのようにお考えなのか。全くないということは、私、ないと思うので

すね。まず知識を得て、それで何ができるのか、何をすればよいのか、そういったところを

ちょっと何かありましたら答弁いただければと思いますが。

○議長（川野敏夫君） 虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） 認知症サポーター養成講座の中で、今、議員がおっしゃった
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ようなお話もしましたけれども、まず認知症サポーターに期待されることというふうに言われ

ておりますのが、まず、認知症に対して正しく理解し、偏見を持たない。そして、認知症の人

や家族に対して温かい目で見守る。そして、近隣の認知症の人や家族に対して、自分なりにで

きる簡単なことから実践する。そして、地域でできることを探し、相互扶助、協力連携ネット

ワークをつくる。そしてまちづくりを担う地域のリーダーとして活躍するというところが期待

されているものでございます。

具体的に何をしていけばということですけれども、今述べたように、それぞれができる範囲

の中で、そういう講座を受けた中で感ずることを、そういうことで地域に生かしていただきた

いというのが主な目的でないかなというふうに考えております。

○議長（川野敏夫君） 下山則義さん。

○４番（下山則義君） 今の課長の答弁ですと、知識を得て、そして自分にできることは何が

あるのだろうかということをまず確認しながら、その知識によって、よくあるのは、徘回とい

うのでしょうかね、どこに歩くとなく歩いていってしまう。そして帰るところが記憶の中から

なくなって、帰れなくなってしまう。もしもそういった知識を持っているのであれば、あら、

この方、ちょっとおかしいな、どういうスタイルだったかな、どういう衣服を身につけていた

かな、何かあったときに、実は私、こういう人を見ましたよ、あるいは、今あそこで歩いてい

る方がおられますけれども、大丈夫なのでしょうかねということをいろいろなところに知らせ

たり、自分が役に立てるようなことをやる、そういったところから始めるという、そんなよう

な具体的なものでいいのでしょうか。答弁願えればお願いします。

○議長（川野敏夫君） 虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） 今おっしゃられたとおりのことを実践していただくというこ

とに期待しております。

○議長（川野敏夫君） 下山則義さん。

○４番（下山則義君） 今、確かに認知症というのは社会的な問題になっている事実でありま

す。つい先日の１６日の道新に、介護疲れで奥さんを殺してしまった。そしてその翌日に判決

がすぐ出るという、そんなような、１６日に裁判を受けて、１７日に判決が出るという、そん

な悲惨な事件もございます。人を死なせて、２年と半年の刑に終わったと。普通であれば、最

低でも５年、そして２０年までというのが普通のあり方なのでしょうけれども、それだけ、

今、認知症に対する内容のことが社会的な問題になっていて、その裁判でも、執行猶予はつか

なかったけれども、３年以下ということの判決が出た。それだけ社会的な問題になっていると

いうのも事実です。

これは砂川の痴呆症の支援センターというところの団体が、認知症の養成講座から一つの組

織を立ち上げて、認知症で困っている方々にお手伝いをしましょうという、有償のボランティ

ア、そういった組織がございます。今、歌志内市で認知症の養成講座をたくさんの方々に知っ

ていただいて、さらに詳しく教室で知っていただいた上で、こういった団体もできていくので

あれば、歌志内市が、認知症になってもずっとここで暮らせるような、そんな地域になるのか

なと私は思いますし、そういうふうになっていただきたいというふうな思いもあるのですが、

所管の課長としては、そういった面はどのようにお考えで、この講座ですとか教室を行ってい

るのかという答弁をいただければと思います。

○議長（川野敏夫君） 虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） 認知症サポーターがふえることによりまして、今おっしゃっ

たように、そういう独自の会ができて、市民みんなでそういう認知症の方を見守る機運が高ま
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るということは、私としても期待しているところでございますので、今後において、サポー

ターが１人でもふえるような形で取り組んでまいりたいなというふうに考えております。

○議長（川野敏夫君） 下山則義さん。

○４番（下山則義君） 認知症は誰もがなり得る病だというようなことを今うたわれているわ

けであります。それを予防するということを、今度、認知症になる前にということをちょっと

考えてみたいと思いますが、今、新聞は必ず認知症の話題が出ていないときはないというぐら

い、毎日のように出ております。例えば認知症を少しでもよくするために、あるいはそれにか

からなくするために、スポーツをしましょう、運動しましょう、運動することによって認知症

の予防につながっていくのですということも言われて、研究もされています。あるいは、楽し

い場面をつくるということによって、神経的にドーパミンというものが生まれてきて、認知症

にかかりづらくなる、認知症の予防につながっていく、そんなようなものも言われているとこ

ろであります。

今、歌志内市で、高齢の方々に、あるいは認知症以前でも、さまざまな運動、スポーツとい

うものをやっておられますが、さらにそれを深く、あるいは高齢者の方々が楽しい場面をつく

るような、そんなものも必要なのかなという思いです。

例えば今、プール、歌志内は廃止になりました。歌志内市でプールをつくるかつくらないか

ということをこれからの質問の中で問うていきたいと思うのですが、そのプールにも、高齢者

に、認知症になる前の方にもどんどん使ってもらうことによって、認知症の進行が進まなくな

る、あるいは予防につながる、そういったことでも、スポーツといったものも大変重要なもの

かなとも思います。老人クラブのふまねっと運動ですとか、体操といったものも、市のほうか

らも来ていろいろとやっていただいているわけでもございますが、例えば、これからきょう質

問しようとしているプールのこと、あるいは高齢者の方々が集まって子供たちと一緒に集える

公園、そういったものもこれから質問いたしますが、そういったスポーツという、あるいは喜

びを与えるという、そんな場面でいいますと、例えばプールに関して、例えば公園に関して、

どのような考えをお持ちで認知症対策に当たっているのかということを答弁願えればと思いま

す。

○議長（川野敏夫君） 虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） 認知症対策ということだけをとらえているわけではございま

せんけれども、先ほど申し上げましたとおり、介護予防の中で、元気はつらつ教室において

は、健康運動指導士の方を呼んで、理学療法士も加えて運動指導を行っております。

また、介護出前講座においても、対象者は６５歳以上の方ということでございますが、運動

器の機能向上などを図ることを目的に、普及啓発、運動用具の貸し出し等も行いながら、簡易

な体験のプログラムなどを指導しながら取り組んでおりますので、そういう少しでも運動す

る、体を動かすということを、これらに参加していただきながら、認知症の予防にもつながっ

ていくということを期待しております。

○４番（下山則義君） もう一つ、公園もできればお願いしたいと思います。今、答弁で。公

園に関する質問をしたと思いますが。

○議長（川野敏夫君） 柴田建設課長。

○建設課長（柴田一孔君） いわゆる認知症の方、高齢者も利用できるような公園の整備とい

うことではないかなと思いますが、そういった遊具、子供たちが遊ぶ遊具とは別に、そういう

方が安心して公園でくつろげるようなベンチの配置とか、そういったことの環境整備が必要か

なと思いますが、既存の公園でもそういった整備をしている公園がございますので、そういう
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活用を図っていただきたいなというふうに思います。

○議長（川野敏夫君） 下山則義さん。

○４番（下山則義君） これは３年ほど前になろうかと思います。ちょっとまちづくりのよう

な形で、立ち話的に聞いた話なのですが、高齢者にも年中通して使えるプールがあればいいと

いうふうなことを言ってくれた方がおられました。それはどういうプールなのかということ、

私もその夢を語りながらということで話を聞かせていただいたのですが、今のチロルのお風呂

の横にプールができて、例えば生きがいセンターリンリン館という施設、今使われていない。

難しい話なのかもしれないけれども、そこの中にプールをつくって、そして楽生園につながっ

ているお湯をちょっとお願いして、そこに温水プールができて、そこで、子供も、そして高齢

者の方々も１年中使えるような、２５メートルある、そんなプールでなくて、いつも中を歩け

るような、そんなプールがあればいいなという夢を語ってくれた、そんな職員の方がおられま

すが、もう一度、私はそんなようなところからプールも必要なのかなというふうな思いでいる

のですが、教育長のお話だったかと思いますが、教育長、あのときの夢、何となく途絶えてし

まったようなのですが、いかがなのでしょうかね。答弁願えればと思います。

○議長（川野敏夫君） 森塚教育長。

○教育長（森塚勝敏君） ３年前に私が教育長に就任したときに、市の情勢や何かも何もわか

らず、夢を語りまして、そのときに、やはり今、下山議員が言われましたように、チロルの湯

の横にお湯を引っ張って、リンリン館の中にプールをつくってはどうかと。そして、先ほども

下山議員が述べられているように、高齢者にとって運動負荷がかからないプール、やはり水の

中で負荷がかからないような運動が、今、都会のほうでは非常に多くなっているというような

ことで、やはり理想としましては、そういうものがあったらいいなというような、あくまでも

これは私の夢と希望でありまして、現実になるかどうかは、今後、市の総合会議の中でお話を

させていただきたいなというふうに答弁いたします。

○議長（川野敏夫君） 下山則義さん。

○４番（下山則義君） まちづくりというのは、夢を語らなければ、それは成り立っていかな

いのではないかと私は思います。その夢を実現できるような、そんなような状況づくりを一生

懸命していただきたいと思いますし、我々もお手伝いさせていただきたい、そんなような思い

でございます。

次、プールでございますが、プールにつきましては、これから全体の利用状況などを見きわ

めながら、まちづくり全体の中で判断してまいりますという答弁がございました。

私の後に、きょうも、そしてあしたもだと思いますが、プールに対する質問があるようでご

ざいますので、私のほうは、きょういただきました３町の協定締結しているプールを利用する

という、そして赤平のプールも利用する、そんなようなところで答弁をいただいておくことに

いたします。

次に、認定こども園でございます。これから認定こども園がどんどん話が進んで、平成３０

年度には移行して、施設や、そういった規模などもしっかりしたものでつくり始めるという内

容ですが、今、子供を持つお母さんたち、お父さんたち、一番気にしているところは、認定こ

ども園、保育所の所管であるほうが認定こども園を所管していくということで、教育が本当に

というような疑問をよく投げかけられます。前に教育次長のほうから、教育と保育のいいとこ

どりをやっていくのだ、教育もしっかりとしたものをつくっていって、お昼は教育の場面のも

のをするのだということでございます。そうなると、今まで幼稚園でやっていたように、ス

キーの学習があり、プール教室があり、英語もあり、もちろんきちっと返事をするだとか、そ
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ういったことは生活の面については保育のほうでもされているのでしょうけれども、まずそれ

を改めて確認したいと思いますが、保育と同時に教育もしっかりとしていただける。今いる先

生方、あるいは外国人の先生も一緒になって教育を認定こども園の中でしっかりとしていただ

く、そういった答弁をいただければと思いますが、いかがでしょうか。

○議長（川野敏夫君） 虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） 認定こども園制度につきましては、幼稚園と保育所の制度の

枠組みを超えて、それぞれのよいところを生かしながら両方の役割を担うというような高機能

化を目指す制度ということで認識しております。

まず一つは、保護者の方が働いている、働いていないにかかわらず、利用が可能になると。

そして、集団活動の中で、異年齢交流を大切にして、子供の集団を保つ、そして健やかな育ち

を支援するということが主題になってきます。

また、その中で、質の高い幼児期の教育、保育の総合的な提供というのも主題になっており

ますので、それぞれ認定こども園の保育要領等に沿った中で行っていくわけでございます。

それで、３歳以上のお子さんが、先ほど言いましたとおり、保護者の方の状態にかかわら

ず、一緒に、例えば幼稚園の教育を行う。そしてその後、保護者の方が働いている場合は、保

育所的に残って、そこで待機するというような形の融合が図られた施設でありますので、その

辺については、これまでの幼児教育、そして保育所ということで、連携しながら成り立ってい

くのが認定こども園ということで認識しております。

○議長（川野敏夫君） 下山則義さん。

○４番（下山則義君） 幼保が一つになって、そして保護者の方々というふうな答弁でござい

ます。教育もしっかりと、そして保育もしっかりとしていくのですと、本当に認定こども園の

制度、幼保のいいとこどり、それをしっかりとしていただくということと、先ほどの答弁の中

に、地域の施設として、私、うまく聞き取れなかったのですが、そんなような話もあったかと

思います。今も地域のというのが答弁の中にちょっと出てきましたが、それは今までの幼稚園

のように、例えば地域が支援する、保育所のように地域も一緒になってやっていくという、お

父さん、お母さんだけではなく、そういったものも大きく広げて取り込んでということで、歌

志内全体を取り込んで認定こども園を実施していく、そんなような押さえでよろしいのでしょ

うか。

○議長（川野敏夫君） 虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） 当市の場合、地域ということでとらえますと、歌志内市全体

ということになります。その中で、子育ての部分に、その中で認定こども園として１カ所の中

でそういう取り組みが行われていくというのが理想ではないかなというふうに考えておりま

す。現在も、幼稚園、保育所、それぞれですけれども、それぞれの地域の方の御協力をいただ

きながら現在も行っているものでございますので、それが一つになるということでございます

ので、当然、地域とも連携しながら行っていくということになります。また、子供の子育ての

拠点ということにもなってくるのかなと思いますので、それらも含めた中で、これから協議し

てまいりたいというふうに考えております。

○議長（川野敏夫君） 下山則義さん。

○４番（下山則義君） わかりました。

それでは、次に、公園のほうに移りたいと思います。

先ほどの答弁の中では、利用している方ということで答弁をいただきましたが、東光の地

区、川向の地区、あるいはメモリアルパークですから、ホルン君のいる、その公園なのかなと
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も思います。それと同時に、しらかば団地の入り口ですか、そこに遊具を備えていて、小さな

公園ですけれども、子供たちがいつも遊んでいるのを私も目にいたします。

先ほどの認知症の質問の経緯で、高齢の方々が喜びを持つということによって、わくわくす

る、そういった思いが認知症にならなくなるというか、なりづらくなる、何と言えばいいので

しょうかね、認知症になるのを遅らせるというのでしょうかね、あるいは認知症にならなくな

るような、そんな状況というのがあるということが、今、研究で発表されているのも事実で

す。

私、公園をよく見るのですが、しっかりと管理されていない、草が刈られていない。我々の

町内会でも、行政のほうからということで、そういった流れからで、町内会のほうでみずから

草を刈って、出入りができるような状況にしているのですが、なかなかそれを利用するという

ところまでいっていないのも事実です。

文珠第３町内会には若妻会という新たな会ができまして、そのお母さんたちが、周りから友

達が子供を連れてきて遊ぶのだけれども、どこへ行って遊びましょうかねとなると、歌志内市

の公園というのはなかなか出てこないと。すぐ近くの、隣のまちの、道でやっているこどもの

国ですか、そちらのほうに出向いてしまうのですと。歌志内市にもう少し規模の大きな公園が

あれば、確かに身近なところにあるのだろうけれども、遊具も、そして、確かに使用できるの

だろうけれども、余りにも小さ過ぎると。結構広いところがあって、見晴らしもいいのだけれ

ども、ホルン君の公園、なかなかあそこに行って家族が集うという、そういったところと何か

違うような気がするというか、なかなかそういう場面が見られないような状況もあるのですよ

ね。

歌志内市のまちづくりの緑地帯としての公園なのか、あるいは人の気持ちを癒す公園なの

か、それによって認知症にも抵抗のある、そういった気持ちをつくれる公園なのか、新たなも

のを歌志内市につくっていかなければならないような気がしてならないのですよね。周りから

遊びに来ても、すぐ隣のまちの公園に行くのではなくて、歌志内に行けばあそこで遊べるね、

子供たちを連れていっても安心ですよね、隣の家から出てくる、隣の地域から出てくるおじい

ちゃん、おばあちゃんもそこで一緒にくつろいでいますよね、そこにはあずまやがあったりベ

ンチがあったり、ちょっと離れたところに遊具がたくさんあって、子供たちの声が聞こえてく

る、そんなような公園が何かしら歌志内市にはないのかなと。広いところはあるのだけれど

も、周りの道路の関係で、交通の関係で、なかなか人が集まってきてくつろげないような、そ

んなような状況にもあるのかなと思います。まちづくりという中で、何かいい案が出てこない

のでしょうかね。いかがでしょうか。

○議長（川野敏夫君） 柴田建設課長。

○建設課長（柴田一孔君） 今、下山議員の御意見を総称しますと、年寄りも子供も遊べる、

くつろげるということの公園かなと思います。子供たちは遊具が充実していれば寄ってくるの

かなと。高齢の方は、花が見られたり、池があって魚が泳いでいたり、野鳥の観察ができたり

とか、そういう部分の総合的な公園のイメージかなと思います。

歌志内の道道沿線、いろいろ公園ございますけれども、大きくてもコンマ６ヘクタール、長

さ１００メートルにして幅６０メートルでコンマ６ヘクタールになりますが、そういう中の配

置となりますと、なかなか厳しい部分と、遊具でいいますと、最近、いろいろな遊具で事故が

発生しているということで、安全な遊具ということになりますと、鉄棒とかブランコ、いわゆ

る平面的に小さな、真上から見て面積が小さなものが冬にも耐えられるということになってお

ります。したがいまして、コンビネーション遊具、いわゆる大きな平面を有するような遊具に



─ 45 ─

つきましては、冬期のいわゆる対策が必要かなと思います。歌志内の沿線にたくさん公園がご

ざいますけれども、非常に雪捨て場がないということで、雪をそこに捨てるといいますか、置

くケースが非常に多い状況でございます。したがいまして、コンビネーション遊具、大きな遊

具を設置しても、冬期のいわゆる養生に大変費用がかさむのかなと思います。

それと、安全性の問題、日々点検をしていかなければならない。例えばロープとか、木の部

分の亀裂とか、そういうものが日々、毎日のようにどのような使い勝手にも対応するような、

そういう材料であればいいのですが、最近、そういう木とかロープ系の遊具が多いものですか

ら、それらは非常に管理が難しいかなと思います。また、池とか、そういう水関係のものをつ

くると、今度は幼児の転落防止とか、なかなか難しいのかなと思います。非常に管理徹底され

ている近隣の、例えばこどもの国とか、そういうところは日々点検、あるいは池も日々見回り

もついて、そういうふうな管理体制になっておりますので、そういう大きな公園も視野に入れ

て、目指したいとは思いますが、日々、そういう研究しながら、今後の公園のあり方について

考えていきたいと思います。

○議長（川野敏夫君） 下山則義さん。

○４番（下山則義君） 確かに細かいところを言いますとなかなかでき上がっていかないとい

うのも事実だと思うのですよ。ただ、まちづくりというのは、先ほども言いましたように、夢

がなければまちづくりは立ちいかなくなってしまうと思うのですよね。こういう規則があるか

らだめだ、こういう規則があるからだめだと。そうでなくて、歌志内全体を見て、どうしても

これだけのものが必要だなというものがやっぱりあると思うのですよ。細かいものがあるか

ら、そこで遊んでいる人たちがいるから、それでいいのですよではないと思うのです。いろい

ろな事故があるから、あるいは衛生面があるから撤去しました、使わなくしました、これで大

丈夫では、私はないと思うのですよね。それはまちづくりにはならないと思うのですよ。いろ

いろな規制ですとか規則があるから、それはやむなしなのでしょうけれども、夢を持たなけれ

ば、私はまちづくりできないと思いますね。そして、歌志内全体を見て考えていかなければな

らないと思います。

そんなようなことからも、これは子供たちに、そして子供を持つお父さん、お母さん方のた

めにも、また、高齢の方に、そしてそれが融合するといいますか、一緒になって新たなものが

生まれてくる、認知症にもいい、子供たちもお母さんたちも、いろいろな高齢者の方々から知

恵を教えてもらうような、そんな場面、一つのコミュニティの場所でもなければならないと思

うのです。そんなようなものが、私、歌志内にはないような気がしてならないのですよね。自

分たちのところだけ、ここにあるからいいです、あるいは全体を見て、あそことあそこと何カ

所あるからいいですではないと思うのです。そうなると、みんな隣のまちの公園に行ってしま

うような、そんな気がするのです。もう少し夢を語りながら、歌志内にはこうあってほしいな

というふうに私は思うのですが、何か答弁ないでしょうか。お願いいたします。

○議長（川野敏夫君） 村上市長。

○市長（村上隆興君） いろいろお話伺いました。基本的に、私は、そういうものは子供から

高齢者まで必要だと思います。ただし、今までの例を見てみますと、行政のほうもまちづくり

の中で小公園的なものを造成していったという事実もあります。そのときに、あそこの町内で

つくったのだから、うちの町内にもつくってほしい、管理はうちがやりますという中で、どん

どんどんどんふえていったという事実もあります。しかし、人口が落ちてきた、高齢化してき

たということで、なかなかそれも難しいということで、草刈りもできなくなってくる、それで

行政のほうに返上する、あるいは撤去してほしいと。それが結果として堆雪場になってしまう
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という、そういう繰り返しが今行われているのではないかと思います。

ただ、最初の質問のほうに戻るのですが、子供たち、子育てのために、屋外で子供に日の光

を浴びさせながら体力づくりをするというのも大事なことだと思います。話題になっておりま

す認知症の関係も、特に私はそう思います。どんどんどんどん表情がなくなってくるのが特徴

なのですが、外で人に会って声をかけていただくと、一遍に表情が出るのですね、明るくなっ

て。ですから、認知症と気づかない。前段、子供さんたちにも知っていただいて、万が一の場

合に介護される親御さんのサポートをしていく、家族の理解がやっぱり一番だと思います。そ

の後に、だんだん症状が進んできて、それを予防する、あるいは次第に介護していかなければ

ならないというときに、今おっしゃるように、家庭の中だけにいると、家族がまいってしまう

のです。そのためには、認知症というものを知っていただく市民の皆さん、いわゆるサポー

ターの皆さんが多くなることによって、外に出てもプレッシャーがかからないわけですね。家

族にすると、外に連れて歩くということに対して、やっぱり抵抗あると思います。それをなく

し、介護を受ける方が楽しく生活をしていく、予防する、進行を遅らせるということからして

も、人に接するということは非常に大事なことなのですね。そういう意味で、今おっしゃって

いる公園というのは、私はそれも大きな要素の一つになるのではないかと思っております。

そういう意味で、現在、総合計画の中で、今、まちづくり委員会からスタートしております

けれども、各界の皆さん、２０名程度の委員になっております。また、そこのほうに北星学園

から先生が２人お見えになっておりますけれども、そのうちの１人が地域福祉計画に携わって

おられる杉岡先生。そういう中で、そういうお話が出まして、これからのまちづくりの議論の

中の一つとして取り上げていただく課題になれば、それはそれとして、私は今後の歌志内のま

ちづくりの中で生かされてくるのではないかなと、そのように考えます。

○議長（川野敏夫君） 下山則義さん。

○４番（下山則義君） 行政の立場としては、絶対に計画があって、その財源というもの、後

ろ盾があって、それを進めていかなければならない。これは当然のことであると思います。と

同時に、今の歌志内市全体を考えたときに、どうしても必要なもの、お金をかけてでもやって

いかなければならないというものは必ずあると私は思います。それにはしっかりとお金をかけ

て、そして市民の方々が、いつも市長がおっしゃられるように、住んでいてよかったと。認知

症になっても、やはり住みなれた、その地域に住みたいというのは誰しもが思っていることで

ございます。今、市長のほうから答弁ございましたが、家族の人も認知症とは悟られたくない

という思いで、家に閉じこもってしまったり、余り家から出ないような状況づくり、そんなこ

とがまだ正直あるということも聞いております。そういうことを少しでも解消できるような、

そんな状況づくり、これは恐らく福祉も交えて歌志内全体でやっていかなければ、我々市民も

一緒になってつくっていかなければならないものだということを確認いたします。

きょうの質問というのは、これから４年間、また質問させていただくということに関して、

今まで自分が質問したこと、そしてそれをまとめながら、これからの質問の中で質問させてい

ただきたいということをつくり上げるための質問ということを最初に言わせてもらいました。

今、新たにこれから歌志内市のまちづくりをしていく関係のものが整っている、これからやっ

ていくのだということも、今、答弁の中でお伺いいたしました。私たち議員も、市民の方々の

意見を伺いながら、市の職員の皆様方と一緒になって議論しながら、懸命にまちづくりを実施

してまいりたいと思いますので、そのことを改めてここでお願いさせていただきまして、私の

本日の一般質問を終了いたします。

以上でございます。
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○議長（川野敏夫君） 下山則義さんの質問を打ち切ります。

ここで、１０分間、休憩をいたします。

午前１０時４８分 休憩

────────────────

午前１０時５６分 再開

○議長（川野敏夫君） 休憩を解いて、会議を再開いたします。

質問順序２、議席番号２番田村武史さん。

○２番（田村武史君） 議長、まず質問に入る前に、質問通告書にちょっと脱字がありました

ので、件名１の質問内容のところの上から３行目、「火災事故発生の原因になるこから」と

なっていますが、この間に「と」が入りますので、申しわけございません、つけ加えてくださ

い。

○議長（川野敏夫君） 着席ください。

一つ、危険なごみの取り扱いについて。

一つ、プレミアム商品券について。

一つ、観光事業について。

以上、３件について。

田村武史さん。

○２番（田村武史君） まず、件名１の危険なごみの取り扱いについて質問させていただきま

す。

当市では、スプレー缶やポータブルコンロのガス缶などは不燃ごみとして収集しています

が、ガス抜きが完全にされていないものがかなりあります。そのために、火災事故発生の原因

になることから、他市では危険ごみとして取り扱い、収集しております。

そこで伺いますが、まず１番、スプレー缶、ガス缶などについて、危険ごみとして取り扱う

べきと思いますが、お考えを伺います。

②番、もし危険ごみとした場合、乾電池や蛍光管のように、今、無料で危険ごみは収集して

おります。このガス缶なども危険ごみとした場合、料金はどうなるのか。この２点を質問させ

ていただきます。

件名２番、プレミアム商品券について。

プレミアムつき商品券についてお伺いします。

まず一つ、プレミアムつき商品券事業の進捗状況と今後の予定についてお伺いします。

２番、５月２４日に販売されたプレミアムつき商品券販売実績及び使用実績の現状の状況に

ついてお伺いします。

３番、第２回目の実施時期及び内容についてお伺いします。

４番、プレミアム商品券による経済効果、波及効果についてお伺いします。

件名３番、観光事業についてお伺いします。

歌志内市への観光客数の推移について。観光客数のピークから直近までの推移と、その算定

方法、各施設の来場者の推移をお願いします。

２番、今後の歌志内の観光事業に対する考え方、魅力あるまちづくりには観光事業が欠かせ

ない部分になると思うが、今後どのように進める考えか。チロルの湯とか道の駅、かもい岳に

ついてお伺いします。

③番、観光事業の指定管理に対する考え方と進め方についてお伺いします。２７年度中に次

期の指定管理者の選定が行われるようですけれども、どのように考え、どのように進められて
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いるのか、お伺いします。

４番、老朽化した観光施設の改修について。チロルの湯は一昨年、改修工事を行ったが、他

の施設の改修についてはどのように考えていますか、お伺いします。

観光施設への支援について。チロルの湯については、利用促進や活用促進に対する補助金を

支出しているようですけれども、他の観光施設に対して、施設の改修、修繕費以外についての

支援は行われているのか。

以上、３件、１０項目の質問をさせていただきます。

○議長（川野敏夫君） 理事者答弁、小玉市民課長。

○市民課長（小玉和彦君） 私のほうからは、件名１の危険なごみの取り扱いについての①と

②を御答弁させていただきます。

まず①危険ごみとして取り扱うべきではないかという御質問でございます。

当市では、スプレー缶などは中身を使い切るかガス抜きをするなどして燃やせないごみとし

て受け入れ、処理してきたところでございます。ことし５月に、札幌市内において、可燃性ガ

スが入ったスプレー缶の穴あけ作業中に何らかの原因で引火し、住宅火災が起きた旨の新聞報

道がありました。このため、市民課と消防本部が協議をし、事故発生の未然防止のため、７月

号広報に、スプレー缶の処理と廃棄方法についてを掲載し、市民に周知を図る予定です。缶を

空にすること、不燃ごみとして出すことなど、適正な方法を周知し、市民の安全を確保する旨

の内容としております。なお、高齢者の方など、ガス抜きに不安のある方には、市民課、消防

本部にてガス抜きを実施するものとしております。今後においても、さらにスプレー缶などの

事故が起こらないよう、処理方法や危険ごみとしての取り扱いを検討してまいります。

次に、②の危険ごみとして収集する場合の料金の関係でございます。

ごみの料金につきましては、燃やせるごみ、燃やせないごみ、生ごみ、空き缶など、ごみの

指定袋の種類によりそれぞれの価格を設定して、ごみ袋の料金を負担していただいておりま

す。

なお、電池、蛍光管、ライターなどの危険ごみにつきましては、ごみ袋の指定をせず、レジ

袋など、透明な袋に入れ、無料で収集しており、スプレー缶等を危険ごみに分類したとして

も、同様の取り扱いが考えられます。

しかし、ガス抜きをどこでやるか、その費用をどうするかなどの課題が生じるため、２市３

町の砂川地区保健衛生組合との協議が必要となります。

○議長（川野敏夫君） 平間産業課長。

○産業課長（平間靖人君） 私のほうから、件名の２、プレミアム商品券についてと、件名の

３、観光事業について御答弁させていただきます。

まず、件名の２、プレミアム商品券についてでございますが、プレミアム商品券に係る一般

質問につきまして、関連がございますので、①から④まで一括して御答弁させていただきま

す。

当市におけるプレミアムつき商品券発行事業は、商工会議所が実施主体となり、１回目は５

月２４日から３日間で完売し、２回目は１０月１８日に販売予定で、合計４,８００セットを

見込んでおります。

１回目の実施状況として、取り扱い店舗等への換金率は、６月２２日現在で約４０％、１,

０００万円となっております。なお、２回目につきましても、販売方法等につきましては１回

目と同じ手法を予定されているということでございます。

なお、取り扱い店舗からは、新規のお客様の来店が目立つといった声を聞いており、また、
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利用者からは、市内全てのコンビニで買い物ができることから、使いやすくなったといった声

をお聞きするなど、一定の効果があらわれているものと判断いたしております。

なお、今後、利用者アンケートを取りまとめ、事業の効果測定を行うとともに、一過性のも

のとはならず、市外に流出している消費購買力を少しでも多く呼び戻すという目的達成に向

け、引き続き商工会議所と連携のもと、取り組んでまいります。

次に、３、観光事業についての①歌志内市への観光客数の推移についてでございます。

当市における観光入込客数につきましては、平成９年度から北海道に報告している数値を基

本としております。対象施設は、かもい岳スキー場、かもい岳温泉、チロルの湯、道の駅の４

施設の入館者や利用者数としております。

平成８年度以前の詳しい資料が残っておらず、観光入込客のピーク時は不明でございます

が、既に営業を行っておりましたかもい岳スキー場及びかもい岳温泉に加え、平成４年１２月

にチロルの湯がオープンし、さらに平成８年にはかもい岳スキー場西ゲレンデがオープンして

おります。このころがピークであったのではないかと推察しているところでございます。

北海道による調査が始まりました平成９年度以降の観光入込客数につきましては、平成９年

度が４５万人で、その後、増減を繰り返す中、平成１９年度には約２８万人にまで減少しまし

たが、平成２６年度の実績につきましては、現在集約中でございますが、約３６万人となって

おります。

この内訳といたしまして、かもい岳スキー場６万９,６１１人、かもい岳温泉２万８,１２３

人、チロルの湯１４万４,１７０人、道の駅１２万６５０人となっております。

次に、各施設の来場者の推移でありますが、平成２４年度から２６年度までの３年間の推移

を申し上げますと、かもい岳スキー場は２４年度が８万２,２２２人、２５年度が８万１,４０

８人、２６年度が６万９,６１１人、かもい岳温泉につきましては、２４年度が３万３,６０４

人、２５年度が３万４,４３８人、２６年度が２万８,１２３人、次に、チロルの湯につきまし

ては、２４年度が１１万５,７７６人、２５年度が１１万５０１人、２６年度が１４万４,１７

０人となっております。また、道の駅につきましては、２４年度１４万７,５００人、２５年

度１２万８,５００人、２６年度が１２万６５０人で、チロルの湯以外の施設につきまして

は、年々減少傾向となっております。

なお、北海道に対するこの調査におきましては、スキー場のリフト搬送人員を５.５で割り

返して１人の入込客として算出することから、スキー場におきます大会開催状況に大きく影響

されるものとなっております。

次に、観光事業の②今後の歌志内の観光事業に対する考え方でございます。

当市では、これまで貴重な観光資源であるかもい岳スキー場やチロルの湯などの施設を活用

しながら観光振興に努めてまいりました。

現在、かもい岳スキー場及び温泉並びに道の駅は指定管理制度により、また、チロルの湯は

株式会社歌志内振興公社に売却の上、管理運営されており、地域経済活性化や交流人口の増、

さらには雇用の面からも、観光事業は当市における重要な産業と位置づけております。

このため、引き続き当市の魅力発信の場として、できるだけ多くの観光客誘致はもとより、

市民の皆様が利用しやすい施設づくりに向け、指定管理者等と連携しながら観光振興に努めて

まいります。

次に、③であります。観光事業の指定管理に対する考え方と進め方についてということでご

ざいますが、かもい岳スキー場及び温泉並びに道の駅につきましては、明年３月で３年間の指

定管理期間が終了いたします。
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市といたしましては、これらの施設について、引き続き指定管理者制度による管理運営を予

定しており、今後はこれまでの管理運営に係る総括を行うとともに、募集要項を定めた上で、

公募、選定委員会の開催など、所定の手続を踏まえながら、次期の指定管理者の選定を行うこ

とといたしております。

次に、④老朽化した観光施設の改修についてということでございます。

指定管理施設でありますかもい岳スキー場、温泉、道の駅につきましては、それぞれ施設の

老朽化に伴い、修繕が必要な箇所がふえてきておりますが、適宜、施設や設備の状況を把握し

ながら、安全で安心な施設の維持に努めております。

これら観光施設の改修につきましては、優先度をはかりながら、新産業創造等事業促進条例

の規定に基づき、いわゆる新基金事業として、リフト整備や温泉ボイラー施設整備などを行っ

てまいりました。今後、多くの費用を要する大規模改修を行う予定はありませんが、利用者の

利便性や安全性に十分配慮しながら、必要な整備を行ってまいります。

次、⑤の観光施設への支援についてでございます。

かもい岳スキー場、温泉、道の駅における施設改修及び修繕費については、協定書に基づく

仕様書において、指定管理者と市の負担額を明記しておりますが、これ以外の支援といたしま

して、施設の保守管理費について、市が業者と契約締結の上、委託料として負担をしておりま

す。

かもい岳関係では、施設の電気保安管理業務、眺望設備管理業務、浄化槽維持管理業務、ビ

ル管理法に基づく環境衛生管理業務などがあり、本年度はスキー場関係で９７万４,０００

円、温泉関係で２３１万３,０００円を予算計上いたしております。

また、道の駅関係では、電気保安管理業務、消防設備管理業務、自動ドア装置保守業務など

５３万２,０００円となっております。

そのほか、スキー場につきましては、シーズンオフとなる期間の電気料として２５０万円を

予算計上し、市が直接支払いをしているところでございます。

以上でございます。

○議長（川野敏夫君） 田村武史さん。

○２番（田村武史君） スプレー缶のことで再度質問します。

今後においても、さらにスプレー缶などの事故が起こらないよう、処理方法や危険ごみとし

ての取り扱いを検討しておりますと答弁いただきましたけれども、今後、どのような処理方法

を検討していくのか、お伺いします。

○議長（川野敏夫君） 小玉市民課長。

○市民課長（小玉和彦君） ５月１３日の新聞報道で出ておりましたけれども、それを読みま

すと、まだまだ札幌とか旭川とか釧路とか、こういうところはちょっとやはりまだ危険ごみと

して扱わない、やはり回収コストがかかるというようなことも書いておりました。それで、こ

の新聞報道が出てから、北海道で、スプレー缶の穴あけではなくて、ガス抜きキャップを利用

して、中身を出し切るように住民に周知しなさいということと、不適切な穴あけは火災が発生

するおそれがあるということで、穴あけをしない方向が望ましいというようなことで、市の実

情を踏まえつつ、積極的な対応をするようにというふうに北海道から通知が来ております。

このため、歌志内市としては、先ほどもちょっと申し述べましたけれども、７月号広報にお

いて、スプレー缶の取り扱いを周知するとともに、当面、不安のある方については、行政での

穴あけのお手伝いをしながら、缶の穴あけをしないで搬出できるようにしていきたいというふ

うに進めてまいりたいと思っております。
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今後、いろいろな検討をしていかなければなりませんけれども、やはり２市３町で構成して

いる砂川地区保健衛生組合、砂川クリーンプラザくるくる、ここら辺との協議を進めながら、

危険ごみとして処理するというふうな方法をさらに検討してまいりたいというふうに思ってお

ります。

○議長（川野敏夫君） 田村武史さん。

○２番（田村武史君） スプレー缶に私も携わっているものだから、質問というか、意見とい

うか、言いますけれども、本当に穴あけって、わりと危険なのです。さっき答弁でもございま

したけれども、札幌市で家の中でスプレー缶に穴あけて、それが引火して火事になったとか、

それと、ちょっとしたことで爆発する可能性もあるのです。そういうことから、お年寄りの方

が不安だと思ったら、市民課とか消防本部へ行けばやってくれるというのは、これはすばらし

いことだと私は思います。ぜひそういう方向で進んでいってほしいと思いますので、よろしく

お願いいたします。

次に、プレミアム商品券について、販売から１カ月程度しかたっていませんけれども、かな

りの実績が上がっているようでございます。

それで、これまでお店に来なかった方が結構ふえているというようなことも聞いておりま

す。それは市外で買い物していた人を市内に呼び戻すということから、歌志内の経済にとって

も大変よいことだと思います。これらの人たちの来店をふやすために、どのような考えをお持

ちですか。これは産業課長に。

○議長（川野敏夫君） 平間産業課長。

○産業課長（平間靖人君） プレミアム商品券の販売から１カ月ほどたちました。先ほど御答

弁申し上げました、４０％ほど換金が済んでいるということでございます。市外で買い物をさ

れているお客様を市内に呼び戻すということは非常に難しいことであろうかと思います。しか

し、それぞれ市内のお店に、まずはそういった方に足を運んでもらって、お店のよさを知って

もらうということが大切なことではないかなというふうに考えております。今回、プレミアム

商品券、３０％のプレミアムがついておりますけれども、さらに独自のサービスを加えること

で、新たなお客様を自分のお店のほうに呼ぶということも可能ではないかなというふうに考え

ております。

なお、かもい岳温泉だとかチロルの湯、道の駅、こういった市内の観光施設におきまして

は、連携する形で、プレミアムつき商品券のキャンペーンといったことも始められているとい

うふうに聞いております。７月末までに入館される方の入館料だとか、レストランでの割引、

また、道の駅では、漬物の商品の割引と、こういった独自の取り組みもされているというふう

に聞いております。また、今後の予定ということで、市内のガソリンスタンドさんでも何らか

のオイル交換の特典といった形の割引を検討中ということもお聞きしてございます。

このように、それぞれのお店だとか、また業種ごとに何らかの特典を設けるといったこと

で、お客様にお店のほうに足を運んでもらえるのではないかと。こういった手法を凝らすこと

で、１人でも多く顧客をふやすことができるのかなというふうに考えているところです。

また、いずれにしましても、このプレミアムの事業を一過性のものとはせずに、これをきっ

かけとしまして、売り上げ増に結びつきまして、経営の安定が図られるということに期待をす

るところでございます。

以上です。

○議長（川野敏夫君） 田村武史さん。

○２番（田村武史君） わかりました。
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前回は、プレミアム商品券が５月２４日に販売されていまして、２回目は１０月１８日か

な、さっきの答弁を聞きました。やっぱり１回目の５月２４日というのは、ちょうど年金者に

とって、年金をもらう前なのですよね。今度の１８日となると、年金もらってすぐですから、

これ、年金生活者の方も大変利用しやすいと思います。また、プレミアム商品券だけではなく

て、また何かこういうようなことがありましたら、この辺のところを少し考慮に入れてやる

と、すごく利用しやすいのでないかと思います。この点、よろしくお願いいたします。

○議長（川野敏夫君） 答弁はいいのですか。

○２番（田村武史君） 済みません、お願いします。

○議長（川野敏夫君） 平間産業課長。

○産業課長（平間靖人君） 第１回目の５月２４日、年金前ということで、私どものほうも御

意見いただいているところでありますが、商工会議所のほうの実行委員会さんのほうで日程を

組まれたということで、ちょっと時期的には５月２４日という形になってしまったところであ

ります。

また、１０月の２回目につきましては、１８日ということで、今、議員おっしゃられました

ように、年金の支給された後ということで、商工会議所さんの実行委員会のほうでもその辺を

十分考慮した形で設定されたものというふうに考えております。

以上です。

○議長（川野敏夫君） 田村武史さん。

○２番（田村武史君） 次に、指定管理者の関係ですが、保守点検費を市が負担しているとの

ことですが、電気料金の値上げなどを受けて、施設の管理運営が厳しいと聞いております。

そこで、今後、次の指定管理者を決めるに当たり、この点をどのように考えているのか、お

伺いしたいと思います。

○議長（川野敏夫君） 平間産業課長。

○産業課長（平間靖人君） 電気料金値上げにつきましては、これまで２度にわたって行われ

ております。道の駅につきましても４０万円ほど、また、指定管理ではございませんが、チロ

ルの湯におきましては大体２００万円を超えるほどの影響もあるというふうにお聞きしており

ます。こういった形で、市内観光施設、指定管理にかかわらず、多くの電気料金値上げの負担

が生じているというふうにお聞きしております。

指定管理者の部分につきましては、基本的には、２年前になりますか、指定管理に係る、当

初、事業計画というものを提出されておりますので、それに基づいて事業を行われる、自助努

力をしていただくのが基本になるのかなと、このように考えているところでございます。

しかし、これから次期の指定管理者の選考作業を進めていくところでありますけれども、こ

れから指定管理者の方へのヒアリングも行ってまいります。その中で、こういった電気料の値

上げ、管理費に関する部分、それらの状況についてお聞きしてまいりたいなというふうに考え

ております。

○議長（川野敏夫君） 田村武史さん。

○２番（田村武史君） わかりました。

指定管理している観光施設は市にとっても大切な施設です。また、今、歌志内は人口も減っ

て、何か余りぱっとしないような状態なのですけれども、やっぱり観光事業、例えばスキー場

がある、チロルの湯がある、道の駅がある、これがあるだけで大分違うと思うのです。やっぱ

りこれがなくなったら、本当にこのまち、寂しくて寂しくて仕方がないと思います。

それで、今、指定管理をやっている方も、例えばスキー場はスキー大会を誘致していると
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か、そういうことで頑張っていると思います。また、道の駅などでも、漬物でまちおこしまで

はいかないかわかりませけれども、そうやって頑張っております。この歌志内に骨を埋めるつ

もりで頑張っている方たちだと思います。こういう人方について、できるだけ、もし市のほう

で援助できるようなことがあれば、やっていただきたいなと思い、私の質問を終わらせていた

だきます。

○議長（川野敏夫君） それに対しての答弁は要らないのですか。

○２番（田村武史君） では、済みません。

○議長（川野敏夫君） 平間産業課長。

○産業課長（平間靖人君） 先ほどの答弁の繰り返しになるかもしれませんけれども、当市と

しまして、観光産業というものは非常に重要な位置づけとして考えております。施設の老朽化

が著しい中で、来場されるお客様の安全というものも十分考慮しながら、施設の維持管理とい

うものに努めていかなければならないかと考えております。そういった部分を十分考慮しなが

ら、かけるものはかけるというか、そういった形で、支援できるものはしてまいりたいなとい

うふうには考えておりますが、指定管理の部分だけにつきましては、先ほど申し上げましたと

おり、当初事業計画を提出されてございますので、基本はそれに基づいて運営されるのが基本

なのかなというふうに思っております。また、今後の選定を進めるに当たりまして、いろいろ

とお話を十分聞きながら、新たな次期の指定管理者選考を行ってまいりたいと、そんなふうに

思っております。

○議長（川野敏夫君） 田村武史さん。

○２番（田村武史君） では、これで質問を終わらせていただきます。初めての質問でかなり

緊張しましたけれども、無事、質問を終わらせていただきました。どうもありがとうございま

した。

○議長（川野敏夫君） 田村武史さんの質問を打ち切ります。

質問順序３、議席番号３番山崎瑞紀さん。

一つ、市営プールの廃止とその後の対応について。

以上、１件について。

山崎瑞紀さん。

○３番（山崎瑞紀君） 初めての質問となり、緊張しておりますが、よろしくお願いいたしま

す。

なお、先輩議員の下山議員からもプールに関する質問がありましたので、重複することがあ

るかと思いますが、予告どおり質問させていただきます。

件名１、市営プールの廃止とその後の対応について。

市営プールの廃止が決まり、今まで市営プールを利用していた子供の保護者から、廃止後の

近隣市町のプールの利用方法について、わからないなどのお話がありました。

この件につきましては、３月の第１回定例会で質問などがされていますが、時期が迫ってき

ましたので、市民への周知も含め、質問いたします。

１、市営プールの廃止の理由と、歌志内市としてプール事業をどのように位置づけていたの

か伺います。

２、近隣市町のプールを利用させていただくための近隣市町との協議内容について伺いま

す。

３、今年度の学校などのプール授業について。

(1)保育所、幼稚園、小学校、中学校の実施内容について伺います。
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(2)市教育委員会主催の実施内容について伺います。

(3)、(1)(2)を行うための交通手段と使用料の負担について伺います。

４、今まで個人で市のプールを利用していた市民への対応について。

(1)交通手段はどう対応するのか。

(2)使用料の負担について伺います。

(3)市民への周知はどのように行うのか伺います。

５、新設プール計画予定について伺います。

以上です。よろしくお願いします。

○議長（川野敏夫君） 理事者答弁、佐藤教育次長。

○教育次長（佐藤守君） 私のほうから、件名１、市営プールの廃止とその後の対応について

の５点につきまして御答弁申し上げます。

初めに、１の市営プールの廃止の理由と、歌志内市としてプール事業をどのように位置づけ

ていたのかという御質問でございます。

市営プールの廃止理由は、施設全体の老朽化であります。具体的には、上屋鉄骨の腐蝕やす

き間などの劣化、また、上屋シートの継ぎ目部分に大きな亀裂が生じ、シートの補修が不可能

となり、上屋関連の設備に新設同様の経費が伴うことが主な廃止理由であります。

プール事業の位置づけとしては、幼児期では水に親しみながら泳ぎを覚える、一般的には、

体育活動として体力の充実を図るための社会体育施設であるととらえております。

２番目の、近隣市町のプールを利用させていただくための協議内容についてでございます。

近隣市町との協議内容ですが、赤平市教育委員会とは、歌志内幼稚園、小中学校等の水泳授

業及び社会教育主催事業関係についての日程調整及び利用内容等について、既に協議済みであ

ります。

また、市民が日常利用する方法につきましては、平成２４年度から施設の相互利用協定を締

結している上砂川町、奈井江町、浦臼町を含め、各教育委員会、プール運営管理者とそれぞれ

協議を終えており、受付方法に若干の違いはありますが、基本的には、歌志内市民が利用する

場合には、窓口において氏名、住所、学年などを記入もしくは名乗ることで入館できるよう了

解を得ております。

３番目の、今年度の学校等のプール授業について、(1)保育所、幼稚園、小学校、中学校の

実施内容について、(2)の市の教育委員会主催の実施内容について、(3)として、そのための交

通手段と使用料の負担についてでございます。

(1)(2)(3)は関連がありますので、一括して御答弁申し上げます。

幼稚園のプール授業は３回、うち、１回は保育所の５歳児と合同で行う予定であり、小学校

では全学年２回ずつ、中学校は１年生１回の授業をこれまでと同様に実施いたします。

教育委員会主催事業としては、子供水泳教室を８月１０日から３日間予定しており、学校の

授業を含め、赤平市民プールを利用し、いずれも市バスにより対応いたします。

なお、使用料につきましては、全額市が負担いたします。

４点目の、今までの個人で市のプールを利用していた市民の対応についてでございます。

(1)交通手段はどのように対応するのか、(2)使用料の負担、(3)市民への周知についてでご

ざいます。

こちらにつきましても、(1)(2)(3)は関連性がありますので、一括して御答弁申し上げま

す。

個人利用に伴う交通手段につきましては、各利用者、御家庭等での対応となります。
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使用料につきましては、赤平市及び相互利用協定を締結している奈井江町、浦臼町の有料施

設については、全て市で負担いたします。なお、市民への周知については、幼稚園、保育所、

小学校を通じて、各家庭にプリントを配布しており、全市民に対しては、７月１日号の広報に

プリントを折り込みすることとしております。

５点目でございます。新設プールの計画予定についてでございます。

市営プールにつきましては、今シーズンから赤平市及び施設共同利用の協定を締結している

上砂川町、奈井江町、浦臼町のプールを利用していただくことになります。このため、今後の

新設計画等につきましては、今年度の利用状況を見きわめ、市の総合計画などとの整合性を図

りながら、慎重に判断してまいりたいと考えております。

以上でございます。

○議長（川野敏夫君） 山崎瑞紀さん。

○３番（山崎瑞紀君） ありがとうございました。

それでは、順番に再質問させていただきます。

施設全体の老朽化により廃止に至った理由はおおむねわかりましたが、これまでも補修や修

繕により管理していたと思いますが、急に廃止になったのは、施設の状況を把握しきれていな

かったのでしょうか。

○議長（川野敏夫君） 杉山教育委員会事務局主幹。

○教育委員会事務局主幹（杉山俊宏君） これまでも把握しきれていなかったのかという質問

でございますけれども、これまでも修繕や補修を繰り返しまして、維持管理を行っておりまし

た。今回、大きかった上屋の部分につきましても、平成２５年、２６年と、２カ年にわたり補

修をしておりますが、昨年、プール終了時にシートの撤去を行った際に、施工されました業者

から指摘を受けまして、これ以上補修による延命は今後は不可能である旨の結論に至ったとい

うところでございます。

○議長（川野敏夫君） 山崎瑞紀さん。

○３番（山崎瑞紀君） 平成２５年、２６年にわたり補修をしましたとの答弁でしたが、平成

２５年、２６年の補修工事はどのような程度だったのでしょうか。

○議長（川野敏夫君） 杉山教育委員会事務局主幹。

○教育委員会事務局主幹（杉山俊宏君） 維持補修にかかりました実績額でお答えさせていた

だきたいと思います。

平成２５年度につきましては、上屋鉄骨の補強、それから、漏水管修理などで約４７万８,

０００円、２６年度では、上屋鉄骨の補強、シートの補修、ろ過器、給水管補修などで約８５

万６,０００円の補修等をしております。２５年度、２６年度とも上屋鉄骨の部分が大きく

なっておりますけれども、水槽からの漏水ですとか、ろ過器のポンプなども全面的に老朽化し

ており、そういう工事修繕にかかる費用は年々ふえていたというところであります。

○議長（川野敏夫君） 山崎瑞紀さん。

○３番（山崎瑞紀君） わかりました。

それでは、２番目の、近隣市町のプールを利用させていただくための近隣市町との協議内容

についての再質問をいたします。

各プールとの協議内容は終了しているということですが、シーズン中において、市民がどの

ように利用するのかわからない部分もあると思いますが、答弁以外に、心配や問題はないので

しょうか。

○議長（川野敏夫君） 杉山教育委員会事務局主幹。



─ 56 ─

○教育委員会事務局主幹（杉山俊宏君） ことしは市営プールを廃止しまして初めての年であ

りますので、子供ですとか一般の方を含めまして、歌志内の市民の皆さんがどこの施設をどの

ように利用されるかということがちょっとなかなか予測が難しいというところはございます。

昨年、今後のプールのあり方についてということで、幼稚園とか小中学校の保護者の方に、

他の市町のプールの利用している状況について、アンケートの項目を設けまして、ちょっと調

べさせていただいたのですけれども、昨年までは市営プールがありましたので、市のプールと

並行してほかのまちのプールをどのように使っていたかという結果なので、想定している以外

のこともあるとは思うのですけれども、ことし使わせてもらう各市町の施設のプールとよく連

絡、連携を密にしまして、利用者の皆さん、市民の皆さんに迷惑のかからないように対応して

まいりたいというふうに思います。

○議長（川野敏夫君） 山崎瑞紀さん。

○３番（山崎瑞紀君） 今の答弁で、保護者の方にアンケートをとったということですが、保

護者以外の市民の方にはアンケート調査をなぜ行わなかったのでしょうか。

○議長（川野敏夫君） 杉山教育委員会事務局主幹。

○教育委員会事務局主幹（杉山俊宏君） これまでの歌志内の市営プールを使っていた方の利

用の実績を調べますと、過去数年間にわたりまして、市内の子供さん、特に小学生の利用が利

用のほとんどを占めておりますので、市営プールのことについてのアンケートは保護者の方に

とらせていただいたという理由でございます。

○議長（川野敏夫君） 山崎瑞紀さん。

○３番（山崎瑞紀君） わかりました。

それでは、３番目の、今年度の学校等のプール授業について再質問いたします。

これまでと同様の学校授業や教育委員会の水泳教室が開かれているようですが、新たにふや

すことは考えていないのでしょうか。

○議長（川野敏夫君） 杉山教育委員会事務局主幹。

○教育委員会事務局主幹（杉山俊宏君） まだ利用先のプールですとか、協力している学校で

すとかとの協議中の部分もありますので、１００％という答弁ではございませんが、教育委員

会が行う夏休み期間中の事業、この中におきまして、チャレンジサマー事業というのがあるの

ですけれども、この中に水泳の時間を加えるようなことなどで、少しプールと接する回数の増

を図ってまいりたいということを考えております。

○議長（川野敏夫君） 山崎瑞紀さん。

○３番（山崎瑞紀君） チャレンジサマー事業にプラスして計画したいとのことですが、チャ

レンジサマー事業について、もう少し教えてください。

○議長（川野敏夫君） 杉山教育委員会事務局主幹。

○教育委員会事務局主幹（杉山俊宏君） チャレンジサマー事業といいますのは、夏休み中

に、始まった前半に５回ほど、希望者、小学生ですけれども、学校に来まして、国語、算数の

ドリル学習などを行うというものを去年から行っております。午前中にそれを実施するという

ことで、夏休みであっても早寝早起きなどの好ましい生活リズムを促しまして、あわせて、学

習効果といいますか、勉強もしていただくということをねらっているものであります。

それに加えて、ふやすという考えといいますのは、午前中に学校でそういうドリル学習など

を終えた後、一たん、自宅で昼食をとった後、午後からは市内の家のそばの停留所から赤平の

プールまでの送迎バスを走らせて、子供だけでも、この場合は赤平市民プールを考えているの

ですけれども、それを利用できる日を設けてまいろうということを今計画しております。
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○議長（川野敏夫君） 山崎瑞紀さん。

○３番（山崎瑞紀君） ぜひとも１回でも多くプールが利用できるよう、教育委員会で計画さ

れることをお願いし、次の質問に移ります。

それでは、４番目の、今まで個人で市のプールを利用していた市民への対応について再質問

いたします。

子供を持つ親としては、子供のみバスでプールに行かせるのは不安であると思います。ま

た、交通費の経費も利用回数に伴い負担が大きいと思います。教育委員会で一部負担でも考え

ることは難しいのでしょうか。

○議長（川野敏夫君） 杉山教育委員会事務局主幹。

○教育委員会事務局主幹（杉山俊宏君） 先ほども申し上げたところですが、今年度は初めて

の年ということがありまして、子供を含めます市民の皆さんがどのようなプールの利用のされ

方をするのか、それを今予測するのは非常に難しいかなということも思っております。そのた

め、ことしはどのように利用されるか、利用実態、そういったことの把握に努めまして、この

シーズン終了後に、声を聞いたり、または検証を行ってまいりたいというふうに考えておりま

す。

○議長（川野敏夫君） 山崎瑞紀さん。

○３番（山崎瑞紀君） わかりました。

それでは、５番目の、新設プールの計画予定について伺います。

ことし、今後のまちづくりの総合計画がつくられたとのことですが、プールは夏場における

子供たちの楽しみであると思います。また、健康増進、体力の向上など、全身運動には最適な

施設であると思います。さらに、高齢者にとって、体のバランス、リハビリ的な活用もあるか

と思います。今すぐ建設することはできないと思いますが、将来的にプールは必要と思います

が、いかがでしょうか。

○議長（川野敏夫君） 佐藤教育次長。

○教育次長（佐藤守君） 教育委員会といたしましては、今、プールがあった場合では、議員

がおっしゃったとおりの、健康増進とか、体力向上だとかという形での活用が図られるものと

いうふうに思っております。

しかしながら、今後の歌志内の子供たち、市民にとって何が必要なのか、また、どんな施設

が必要とされ、現在、既存である施設の維持管理、補修などの延命を含め、また、新設をす

る、建て直しするものはどういうものかという計画、これらの歌志内全体の計画の中、先ほど

議員もおっしゃっていましたまちづくりの総合計画の中で、市民の皆様や関係団体、教育委員

会といたしましては学校教育関係者など、それらの皆様から御意見を伺いながら、慎重に対応

してまいりたいというふうに考えております。

○議長（川野敏夫君） 山崎瑞紀さん。

○３番（山崎瑞紀君） わかりました。

確かに教育関係だけでなく、歌志内全体として検討することも多くあると思います。本日は

プールに限って質問させていただきましたが、社会体育施設としては、プール以外にも、体育

館も老朽化しております。今後の社会教育施設、学校施設との関係もあると思います。

新人議員として、僭越ですが、最後に総体として、教育長に質問させていただきます。

将来を担う子供たち、また、元気な高齢者など、市民全体における教育環境整備を今後どの

ように考えているのか、お聞かせください。

○議長（川野敏夫君） 森塚教育長。
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○教育長（森塚勝敏君） 山崎議員におかれましては、初めての質問で、プール１本に絞って

いただき、さぞ緊張されているかと思いますけれども、御丁寧にお答えしたいと思います。

まず、前段に、教育委員会が管轄している部分では、子供たちを中心とする学校教育と、そ

れから、一般の方々を対象とする社会教育という二つに分かれております。

まず学校教育で言えば、０歳児から１５歳、１４歳まで、中学生までの数で、ことし２３３

名しかおりません。来年になりますと２２０名、ずっと推移をしていくと、５年後、要するに

３２年には、あくまでも推移ですけれども、１６９名という、今から６５名ぐらい、ずっと少

なくなってしまうというような、人口も同じように減少していくのですけれども、子供たちの

数も減少していきます。

その中にあって、それでは、例えばプール等の施設が、１６０名の子供たちにとってプール

を、気持ちとしてはほしいのです。先ほども下山議員の質問の中にも、やはり夢を与えなけれ

ば子供というのは育っていかないというふうに思いますので、やっぱり夢を与えることは大切

かと思いますけれども、現実的に子供の数だけ、あるいは先ほど主幹が申しましたように、一

般人のプールの利用者というのはほとんどいなくて、一般でカウントされているのは、子供さ

んについてきた親の数が一緒に入場者数としてカウントされるものですから、実際、自分が

プールで泳いでいるのかどうかというようなことでは、一般の大人の方が利用している頻度は

非常に少ないのかなと。逆に、私、赤平だとか、あるいは滝川のサンテだとかに行っていて、

歌志内の一般の方によくお会いすることがあって、歌志内のプールは使わないけれども、そち

らのプールを使っているという方々にお会いすることがあります。つまり、そういうことを全

部考えあわせて、先ほども下山議員の答弁の中にもありましたように、教育委員会だけではな

くて、やっぱり保健福祉課、あるいはまち全体と、垣根を取っ払ってしまって、全体的に市民

に対してどういうものがいいのかということを総合的に考えてまちづくりをしていくべきでは

ないかなというふうに思います。

学校教育だけで、今、歌志内小学校、幼稚園、給食センター、歌志内中学校、４施設、それ

から、旧歌志内中学校の校舎、西小学校の校舎、グラウンド、それから公園等、それから、社

会教育につきましては、東光児童館、こもれびの杜、それから公民館、郷土館、市民体育館、

それから神威児童センター、図書館という７施設等を全部総合的に考えていかなければならな

いというような部分で、それも今年度、市の総合計画の中で、教育委員会は教育委員会として

の考えを述べていきたいなと。

ただ、やはり子供たちを育てる部分、先ほど下山議員も言われましたように、夢と希望を持

たせて、歌志内の教育理念の中には、子供たちに自信と誇りを持たせるということも教育委員

会の中でうたっておりますので、そういうことを踏まえて、子供たちを育成していきたいなと

いうふうに考えております。

以上です。

○議長（川野敏夫君） 山崎瑞紀さん。

○３番（山崎瑞紀君） ありがとうございました。

このたびは市営プールについて、市民の皆さんから私のほうに多くの意見が寄せられたこと

から質問させていただきました。

これからの社会教育施設のあり方も含めて、私も勉強してまいりたいと思います。

これで私の質問を終わります。ありがとうございました。

○議長（川野敏夫君） 山崎瑞紀さんの質問を打ち切ります。

ここで、午後１時まで休憩をいたします。
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午前１１時５７分 休憩

────────────────

午後 ０時５６分 再開

○議長（川野敏夫君） 休憩を解いて、会議を再開いたします。

午前中に引き続き、一般質問を行います。

質問順序４、議席番号５番谷秀紀さん。

一つ、地方財政の論点について、新地方公会計制度の件について。

以上、１件について。

谷秀紀さん。

○５番（谷秀紀君） 久し振りの一般質問なので、新人に返ったつもりで質問させていただき

ます。

質問に入る前に、最初に少し枕詞を申し上げます。

新地方公会計制度については、現行の会計制度の問題点を見直し、本年１月２３日に総務省

より統一的な基準による地方公会計マニュアルが公表されたところであります。

このたびの新地方公会計制度については、背景や意義などを解説するとともに、財務関係書

類等をマニュアルどおりに作成するのではなく、自治体の行財政改革のためにどう活用すべき

かが問われているものと考えます。

また、平成２５年８月に、総務省の「今後の新地方公会計の推進に関する研究会の中間まと

め」では、実務上の課題と対応の方向性として、「地方公会計の推進に貢献する人材の育成・

教育」が挙げられています。

そこで質問ですが、①総務省より要請されている統一基準による財務書類の作成には固定資

産台帳の整備が不可欠であるが、その進捗状況を伺いたいと思います。

次、質問の②でございます。固定資産台帳の整備には、特別交付税措置の財政支援が予定さ

れております。この内容についても確認をされているのか、伺いたいと思います。

質問の③総務省は人材育成の観点から、自治体職員向けの研修を実施する予定も考えている

が、積極的に職員を派遣し、今後の職員配置も含め、新基準による財務書類の作成にはシステ

ム整備が不可欠だと考えます。そこで、体制整備について、どのように考えておられるかを伺

います。

質問の最後の④でございます。今後、新地方公会計制度の導入により、これからは他の自治

体比較や経年比較が可能となり、自治体の財政状況のチェック機能が向上することにどのよう

な見解を持っているか。また、市民に対しての行政サービスのメリットについても見解を伺い

たいと思います。

以上４点について、簡潔に答弁をお願いしたいと思います。

○議長（川野敏夫君） 松井財政課長。

○財政課長（松井敬道君） 私からは、件名、地方財政の論点について、新地方公会計制度の

件についての①から④について御答弁申し上げます。

①の固定資産台帳の整備の進捗状況の件でございますが、固定資産台帳の整備につきまして

は、公共施設等総合管理計画とあわせまして、平成２７年度、２８年度の２カ年で整備するこ

ととしており、これらの整備に係る委託料を債務負担行為により予算計上をしております。こ

れらの整備を短期間、かつ効率的に実施するには、財務、資産評価等に係る高度な専門知識及

び類似事業の実績を持つ事業者の支援が必要なことから、現在、公募型プロポーザル方式によ

り受託者を募集しております。プロポーザルの内容につきましては、６月５日に市ホームペー
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ジ等により掲載し、６月２３日火曜日を参加申し出期限、６月３０日火曜日を企画書提出期

限、７月の上旬から中旬にかけて、２次審査でありますプレゼンテーションを行い、７月末に

は候補者を決定する予定であります。

次に、②の固定資産台帳の整備には交付税措置がされているが、把握しているかとのことで

ございますが、平成２６年度から平成２９年度までの４年間は、固定資産台帳整備のための資

産評価及びデータ登録に要する経費は特別交付税措置により財源措置がなされ、措置率は２分

の１で、財政力補正があると把握をしております。

次に、③体制整備等についてでございますが、新公会計制度関係の職員研修につきまして

は、平成２６年度は北海道市町村職員研修センターが実施する２日間の研修に１名、国が設置

した今後の新地方公会計の推進に関する研究会の構成委員が所属する監査法人が開催するセミ

ナーに職員２名を派遣し、今年度につきましても同監査法人が開催するセミナーに職員３名、

同研究会の委員であります大学教授のセミナーに担当課職員１名が参加しております。今後も

道央圏で行われる研修会等についてはできるだけ参加したいと思っております。

統一基準による財務書類の作成につきましては、固定資産台帳の整備と同様、高度な専門知

識が必要であり、コンサルティング等に要する経費は、その２分の１が特別交付税の対象とな

ることから、次年度以降、その支援業務を専門業者に委託するため、施策候補として頭出しを

しております。

また、国は統一基準による地方公会計の整備促進のため、今年度中に標準的なソフトウェア

を開発して無償提供することとしておりますので、この提供を待って、市の電算システムの整

備、改修や、職員配置を含めた体制整備が必要なのか、検討する予定でございます。

次に、④チェック機能が向上することにどのような見解を持っているかと、市民に対して行

政サービスのメリットについての見解の件でございますが、地方公会計制度は、現金主義会計

による予算、決算制度を補完するものとして、現金主義会計では見えにくいコストやストック

を把握することで、中長期的な財政運営への活用の充実が期待できるため、その整備を進めて

いくことは極めて重要であると考えております。

当市におきましては、平成２２年度決算から新地方公会計制度による財務書類を総務省方式

改定モデルを作成し、公表してまいりましたが、この総務省方式改定モデルにつきましては、

全国の８割以上の自治体が採用したため、自治体間の比較がしやすく、システム整備の費用が

かからないなどのメリットがありましたが、固定資産台帳や複式簿記によらず、既存の決算統

計情報を活用して作成するため、精緻を欠くという課題がございました。

今回、国から固定資産台帳の整備と複式簿記の導入を前提とした財務書類の作成について、

統一的な基準が示され、全国の自治体が原則平成２９年度までにこの基準による財務書類を作

成し、公表することになりますので、全自治体同一基準による比較が可能となります。

この固定資産台帳等を整備することにより、公共施設等のマネジメントへの活用や、複式簿

記による発生主義が導入され、将来発生することとなる負担を踏まえた意思決定が可能になる

など、透明性の向上が期待されます。

このように、統一された基準による客観的なデータにより、類似団体との比較、各項目を経

年比較や分析、チェックができる環境が整うことは望ましいことと考えております。

また、現在は単年度収支に重点を置いた予算編成になりがちですが、統一的な財務書類の作

成により、現金主義会計では見えにくい資産や負債の残高や変動状況、コストなどの情報を把

握することで、現行の会計制度による財務情報を補完し、効率的な行政サービスを目指すこと

により、将来世代に過大な負担を残さないよう、中長期的に安定した財政運営に活用すること
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が、統一的な基準により財務書類を作成することのメリットと考えております。

以上でございます。

○議長（川野敏夫君） 谷秀紀さん。

○５番（谷秀紀君） これから私、何点か再質問しますが、ただいま松井課長の答弁の中に、

再質問しようかなという中身が結構入っております。相当研究されておられるのだなと、敬意

を表します。

この公会計は、今後、当市の財政運営の核となる、大きな意味と影響を持つことになろうか

と思います。

そこで、自治体の行財政改革の一環として、現行の会計制度の問題点があるということか

ら、昨年の４月３０日に、今後の新地方公会計の推進に関する協議会、先ほどちょっと答弁で

も出ましたね。その中で議論されて、報告書として取りまとめられ、そして固定資産台帳の整

備と複式簿記の導入を前提とした財務書類の作成に関する統一的な基準を示して、そして本年

の１月までに具体的なマニュアルを作成した上で、原則として今年度から平成２９年度までの

３年間で、全ての地方公共団体において、統一的な基準による財務書類等を作成するよう要請

されているものと思っております。

この総務大臣通知によって、統一的な基準による地方公会計の整備促進をするために、まず

固定資産台帳の整備から行いなさいということになって、昨年の５月２３日付で、今、前段に

話した総務大臣通知の要請ですが、いわゆる行政改革推進法が制定された、たしか平成１８年

度、法律第４７号ではなかったかなと私は記憶しているのですが、この推進法の６２条の２項

もちょっと絡んでくるのです。政府は、地方公共団体に対して云々とありますが、企業会計の

慣行、俗に言う慣例ですか、これを参考とした貸借対照表、その他の財務書類の整備に関し、

必要な情報の提供、助言、その他の協力を行うものとするとの規定が盛り込まれました。

そこで、再質問ですが、この規定が盛り込まれたことは御承知でしょうか。

○議長（川野敏夫君） 松井財政課長。

○財政課長（松井敬道君） 今、谷議員がおっしゃったのは、１８年のときの部分だと思いま

すが、それが盛り込まれたことによりまして、国のほうでも、総務省方式の改定方式というこ

とで、簡易的な部分でできるシステムというか、マニュアルを作成して公表しておりますの

で、約８割を超えている自治体が、先ほど言いましたけれども、比較しやすいですとか、コス

トが余りかからないということで、それを採用して、当市も採用しております。

○議長（川野敏夫君） 谷秀紀さん。

○５番（谷秀紀君） 確かに行革の推進法を実施するに当たって、今、課長が答弁した、平成

１８年８月、総務省より具体的な指針がここで示されたのですよね。この示された中では、原

則として国の作成基準に準拠して、発生主義の複式簿記の導入を図って、いわゆる財務書類と

言われる４表、すなわち貸借対照表、それから行政コスト計算書、それから資金収支計算書、

純資産変動計算書の作成が求められて、財務書類の作成方法としては、基準モデルと、いわゆ

る先ほど答弁していました総務省方式改定モデルの二つがここで示されて、そして基準モデル

とは、固定資産台帳を整備して、複式簿記によって財務書類を作成するモデルであることは御

承知のとおりだと思います。

それから、また一方では、総務省方式改定モデルは、例年、各自治体で作成されている決算

統計、我が市でも使っていますけれども、情報を活用した財務書類を作成することが容認され

たモデルだということは御承知だと思います。

それから、行革推進法が制定された当時は、ほとんどの自治体が、作成時の負担が少ない、
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先ほど申し上げました総務省方式を確かに選択しているのです。これも承知かと思いますし、

それで答弁があったと思います。

そこで質問なのですが、今度は統一基準による財務書類の作成ですから、最大のハードルは

何でしょうかということで再質問しようとしたら、先ほど最初の答弁の中に結構答弁されてお

ります。一応端的に、簡単に、縮めて、何であるかということを、御認識だとは思いますが、

御答弁をお願いしたいと思います。

○議長（川野敏夫君） 松井財政課長。

○財政課長（松井敬道君） 最大のハードルということでいいますと、特に歌志内の場合につ

きましては、固定資産台帳の整備、これが一番大きい部分でございます。あと、複式簿記の部

分、この２点になろうかと思います。

○議長（川野敏夫君） 谷秀紀さん。

○５番（谷秀紀君） まさに固定資産台帳の整備なのですね。そこで、さらには、やはり固定

資産台帳の整備をするために、庁内体制が今後問われると思うのです。

それで、固定資産台帳の整備が進んでいない自治体についてはまだあると思うのです。その

体制整備がとれていないところは、とれていない自治体ですよと、総務省より言われることに

なって、そこで公会計の推進のために四つの例が今度記されていると思いますが、御承知して

いるものと考え、そこで当市では、この四つのパターンから選択して、体制整備をしていくの

かなと。と申しますのは、体制整備なくして固定資産台帳の整備は不可能ではないかと、この

ように考えるからであります。この体制整備をどのようなパターンを考えておられるか、この

ことについてお答え願いたいと思います。

○議長（川野敏夫君） 松井財政課長。

○財政課長（松井敬道君） 体制整備の関係でございますが、先ほどちょっと御答弁で申し上

げましたが、今、専門性が必要だということで、その作成の支援をプロポーザルで募集をして

おります。そのプロポーザルの業者につきましては、実績等、十分ありますので、どういうや

り方が効率的なのかということを打ち合わせをしまして、その打ち合わせ後に、全庁的に資産

を把握して、それで固定資産台帳を作成していきたいというふうに考えております。

○議長（川野敏夫君） 谷秀紀さん。

○５番（谷秀紀君） 先ほど最初の答弁もいただいているのですが、参考までなのですが、公

会計の取り組みの先進地、御承知かと思いますが、習志野市では、一応参考までですが、総務

省よりの４パターンの一つであります、公会計改革タスクホース組織を設置して、委員会、

ワーキンググループ等を設置して推進するパターンで、財政課、管財担当課、会計課などから

選抜した職員による委員会、それでワーキンググループ等を設置しているようです。

ちなみに４パターンは、財政課長は承知していると思いますが、参考までに、まず四つのパ

ターンをお話ししますと、一つ目は、委員会、今言った習志野市が採用したものです。

２番目が、所管担当課が会議を開催して推進するパターン。主に担当課、財政課だと思いま

すが、課長職などの庁内連絡会議を設置して、その下に主任、主査などの作業部会を設置し、

庁内連絡会議の意思決定機関は庁議などの会議とすると、これが総務省で言っている二つ目の

パターンです。

それから、三つ目のパターンは、財政課や会計課等が中心となり推進するパターン。財政課

や会計課等が全体を総括して、各課に調査を指示して行うと、これが３点目。

それから、最後の４パターン目は、財政課等と管財担当課と共同で推進するパターン。財政

課や会計課等が総括するが、管財担当課に土地や建物などの固定資産台帳の整備の一部を任せ
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る方法などが掲げられております。

そこで、先ほど答弁ありましたけれども、やはり固定資産台帳整備が成功するためには、三

つの重要なポイントがあることを御承知でしょうか。このことについて伺いたいと思います。

○議長（川野敏夫君） 松井財政課長。

○財政課長（松井敬道君） 三つのポイントという部分につきましては、どの部分かというこ

とはちょっと把握はしておりませんが、当市のやり方としては、プロポーザルの委員会を設置

しまして、その部分につきましては、資産を多く持っております建設課と、財産管理をします

財政課と、この２課の職員５名で委員会を作成して、その中で進めていく予定でございます。

○議長（川野敏夫君） 谷秀紀さん。

○５番（谷秀紀君） 本当に固定資産台帳整備、これが成功するかしないかで、やはり将来の

財政問題に大きく影響します。大変な作業なのですね。そんなことで、これを研究している大

学の先生の本から、私、ちょっと抜粋してみた。３点ほどあります。この三つのポイントが重

要だよと。

一つは、やはり担当する職員にきちっとした権限を付与、辞令交付などで付与された職員が

リーダーシップを発揮することだよと。

二つ目は、各課が協力体制をとって、また、意識が高いことで、各課の作業内容の周知が徹

底できることにすべきだと。

三つ目が、整備時期を明確にするべきだと。そして計画性を持って組織を挙げて取り組みを

すると、これが成功のための三つのポイントだということを学者が言っているのです。

こんなことも一応今後参考にされたらと思いますが、いかがでしょうか。

○議長（川野敏夫君） 松井財政課長。

○財政課長（松井敬道君） その部分につきましては重要なポイントですので、参考にさせて

いただきます。

整備の時期につきましては、一応目安が決まっておりまして、プロポーザルのほうでも公開

しておりますが、財産台帳につきましては今年度末を一つの目標としまして、来年度は更新の

システムづくり、この部分をつくっていきたいというふうに考えております。

○議長（川野敏夫君） 谷秀紀さん。

○５番（谷秀紀君） そこで、体制整備の組織体制の強化に加えて、人材育成の問題がござい

ます。これは重要な問題だと考えております。この人材育成が含まれると考えますが、これに

ついて、やっぱり行政のトップ、歌志内を運営するには、人材について、やはり市長かな、答

弁は。これについての市長の見解は、どのように思っているか、お聞きしたいと思います。

○議長（川野敏夫君） 村上市長。

○市長（村上隆興君） 現在、職員をしかるべく研修施設に派遣しておりまして、年間を通し

て職員の育成に努めているところでございます。

また、先ほど課長からも答弁がございましたように、この件に関しましては、そういう関係

の研修に職員を現在派遣しているところでございます。

今回の問題についての対応については、時期が来ましたら、我々も含めて、どう体制を整え

ていくかということにつきましては、知恵を出していかなければならないと思いますけれど

も、そういう中で、通常業務の中で理解している者もいるでしょうけれども、このための組

織、あるいは配置人員、そういうものについてどのように進めていくかは、庁内の関係課長の

中で議論しながら体制を組んでいきたいと、そのように考えております。

○議長（川野敏夫君） 谷秀紀さん。
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○５番（谷秀紀君） まさに本当に今回のこの公会計の関係の体制整備について、やっぱり非

常に中身が大変なので、やはり人材の問題については大いに、今、市長がその旨の答弁ありま

したので、それなりに私も聞き及んでおきますが、本当にこの体制整備をするための人となる

人、これは本当に歌志内の財政問題を今後左右するわけですから、ひとつぜひそういう人材を

活用して、いい体制をつくっていただきたい、このように思います。

それから、今、公会計が今後施行されることについて、実はこれからの時代の人は財務書類

のチェックができる、我々も指摘されているのです。チェックができる議員が求められてくる

わけなのです。これは大きな指摘で、注目されている一つのところでもございます。そして、

財務書類活用の目的は、人口の減少する中で、限られた財源を、言うならば賢く使うことにつ

なげることだと考えます。

そこで質問なのですが、特に固定資産台帳の問題の絡みなのですが、公共施設などの老朽化

対策が今後大きな課題となっております。しかし、決算統計や財政健全化の指標からは、資産

の老朽化の程度を把握できていないと思います。ですが、固定資産台帳を整備することによっ

てわかる、資産の老朽化の程度の指標である老朽化比率は有用な指標となるものと考えますけ

れども、見解をお伺いしたいと思います。

○議長（川野敏夫君） 松井財政課長。

○財政課長（松井敬道君） 財務書類の中で、貸借対照表等によりまして老朽化比率ですとか

純資産比率、こういうものを把握することは、それを分析することは非常に重要なことだと思

います。老朽化比率のほかにも、先ほど言いましたが、公共施設の総合管理計画というものを

作成します。それは２年間で作成しますが、その中で、公共施設を今後どうするのかという部

分を、その計画の中に、更新に対する考え方とか、その部分を含めていきますので、その中

で、老朽化の優先順位とか、そういうものをつけて、予算編成に役立てていきたいというふう

に思います。

○議長（川野敏夫君） 谷秀紀さん。

○５番（谷秀紀君） 総務省より今示されております財務書類等活用の手引、御承知だと思い

ます。その中で、特に重要だと思うポイントを解説しておりますけれども、この手引の中で

は、財務書類のわかりやすい公表や議会審議の活性化も求められています。それで、自治体の

財政状況に関する説明責任は議会に対しても果たさなければいけないと考えますけれども、こ

れについて見解を伺いたいと思います。

と申しますのは、現行制度において、自治体の長は、歳入歳出決算を議会の認定に付する

際、会計管理者より提出された歳入歳出決算の事項別明細書、実質収支に関する調書だとか、

それから財産に関する調書、及び通常は財政当局で作成する主要な政策の成果を説明する書類

をあわせて提出することになっていることは、自治法の２３３条及び同施行令の１６６条に記

述しております。このことを踏まえての見解の答弁をちょうだいしたいと思います。

○議長（川野敏夫君） 村上市長。

○市長（村上隆興君） 決算の内容につきましては、例年、議会のほうへ御説明していること

と思います。あるいは、定められた関係の帳票等につきましても添付しながら、決算の報告を

するという形が従来のものだと思っております。

今回のものについては、既にこれが議論されて久しい、年数は経ていると思います。話題に

なったのは、石原知事が国に対してもの申すということで、民間の公会計制度を公も取り入れ

るべきだと、こういうことから私は始まったのでないかというふうに記憶はしているのです

が、いよいよここ数年来、国も入りまして、具体的にやはりその手法をとっていくということ
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で、その手法についていろいろと御指導が出てきていると、このように考えております。行政

のほうでも、既にこの情報は早くに受けておりまして、ここ何年間か、これからの職員、ある

いはその仕事に携わっている職員を選抜しまして、その研修に出しているということは先ほど

課長のほうからお話があったと思います。今後、御指摘の議会のほうへも、しかるべき書式と

いいますか、そういうものが示されると思いますので、そういうものに基づいて、誠意を持っ

て議会のほうへ説明したい、このように考えております。

○議長（川野敏夫君） 谷秀紀さん。

○５番（谷秀紀君） 冒頭に申し上げましたように、私が意図するところはほとんどきちっと

研究され、答弁されていると思います。それで、冒頭に松井課長に敬意を表しますというお話

をしたわけでございます。

それで、財務書類の早期公表に向けて、そして、いつごろをめどにしておるのか、そしてま

た、できればやはり一日でも早く、今、市長も申し上げていたのですが、やはり人材の活用の

問題もございますから、非常に歌志内も財政難、財政難という形の中で来た中で、苦慮するこ

とも多いだろうと思います。そういったことも含めて、先ほど私が質問の中で、今後、２９年

度までにやりなさいよとなっておりますけれども、一応財政課としてはどの辺で考えておられ

るのか、これを聞いておきたいと思います。

○議長（川野敏夫君） 松井財政課長。

○財政課長（松井敬道君） 公表という部分で、ちょっと前段に説明をさせていただきたいと

思いますが、総務省改定方式、こちらのほうにつきましては、財務４表をつくって公表してお

ります。この部分につきましては、平成２５年の２月２６日の行政常任委員会、こちらのほう

に報告をして、議員の皆様にも説明をさせていただいたおります。それ以降、付議事件になら

なかったことと、当課のほうでも報告事項として報告していなかったものですから、それ以

降、正式に議員の皆様のほうに報告はしておりません。

あと、先ほど言いました統一的な基準、これはまず固定資産の台帳を今年度中につくりたい

と。それができてからの形になりますので、どうしても２９年度ぎりぎりになりますので、公

表はそれからということになると思います。

○議長（川野敏夫君） 谷秀紀さん。

○５番（谷秀紀君） 確かに私も先ほど質問しました４表、これらも含まれるから、そういっ

たことで、総務省も恐らく２９年度までというのは、やはり地方自治体の事情だとか、そうい

うものを勘案して、恐らく２７年度から３年間というスパンを置いたのではないかと私も理解

はして、関係文書を読んでいたのです。そんなことで、２９年度となりますと、３０年度に

入ってからという解釈でよろしいでしょうか。

○議長（川野敏夫君） 松井財政課長。

○財政課長（松井敬道君） まだちょっとはっきりしたことは言えませんが、２８年度決算を

２９年度中に作成して、３０年度の早々に公表するようなスケジュールになるのでないかと思

います。

○議長（川野敏夫君） 谷秀紀さん。

○５番（谷秀紀君） 先ほども質問の中で申し上げましたが、我々議会人も、このことを非常

に今度は相当研究、勉強していかなければ、本当にあらゆる面で議会議員の資質を問われてく

るのかなと、このように私も自覚をしております。今後、この問題はちょくちょく行政サイド

のほうからやはり出てくるのかなと、進捗状況によって報告されてくるのかなと。このことを

しっかりとやっていただいて、そして期待しておきたいと思います。
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以上で私の質問を終わります。

○議長（川野敏夫君） 谷秀紀さんの質問を打ち切ります。

延 会 の 議 決

○議長（川野敏夫君） お諮りいたします。

本日の議事日程にあります議事が終わりませんが、本日の会議はこの程度にとどめ、延会し

たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議なしと認めます。

延 会 宣 告

○議長（川野敏夫君） 本日は、これにて延会いたします。

大変御苦労さまでした。

（午後 １時３４分 延会）
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上記会議の顛末を記録し、その相違ないことを証するため、

ここに署名する。

歌志内市議会議長 川 野 敏 夫

署名議員 山 崎 瑞 紀

署名議員 谷 秀 紀


